
議案第４９号  

 

 

   調布市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成２６年  ８  月１２日  
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提案理由  

 地方税法の一部改正に伴い，法人市民税の税率を改めるとともに所要の改

正及び規定の整備を行うため，提案するものであります。  
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調布市条例第    号  

 

 

   調布市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  

 

 

 （調布市税賦課徴収条例の一部改正）  

第１条  調布市税賦課徴収条例（昭和３０年調布市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。  

  第２３条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所  

若しくは事業所を有しない法人（以下この節において「外国法人」という｡)｣ 

に，「その事業が行われる場所で地方税法施行令（昭和２５年政令第  

２４５号。以下「令」という。）第４６条の４に規定する場所」を「恒久

的施設（法人税法第２条第１２号の１８に規定する恒久的施設をいう。）｣

に改め，同条第３項中「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第  

２４５号。以下「令」という。）」に改める。  

  第３４条の４中「１００分の１４．７」を「１００分の１２．１」に改

める。  

  第３４条の５の２第１項中「１４．７分の２．４」を「１２．１分の  

２．４」に改める。  

第４６条第２項中「主たる」を「本店若しくは主たる」に改め，「，法

の施行地外にその源泉がある所得について」を削り，同条第５項中「第  

７４条第１項」を「第７４条第１項又は第１４４条の６第１項」に，「第

１４５条」を「第１４４条の８」に，「本項」を「この項」に改める。  

第４８条第１項中「第７４条第１項」を「第７４条第１項又は第１４４

条の６第１項」に，「１月」を「２月」に改める。  

第５３条各号列記以外の部分及び第５４条中「第１０号の７」を「第  

１０号の９」に改める。  

第７８条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め，同号

イ中「１，２００円」を「２，０００円」に改め，同号ウ中「１，６００
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円」を「２，４００円」に改め，同号エ中「三輪」を「３輪」に，  

「２，５００円」を「３，７００円」に改め，同条第２号アを次のように

改める。  

  ア  軽自動車  

２輪のもの（側車付のものを含む。）    年額３，６００円  

３輪のもの                年額３，９００円  

４輪以上のもの  

 乗用のもの  

  営業用                年額６，９００円  

  自家用                年額１万８００円  

 貨物用のもの  

  営業用                年額３，８００円  

  自家用                年額５，０００円  

第７８条第２号イ中「１，６００円」を「２，４００円」に，  

「４，７００円」を「５，９００円」に改め，同条第３号中「４，０００

円」を「６，０００円」に改める。  

 附則第４条の２中「の規定によりみなして」を「及び第１１項（同条第

１２項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定

によりみなして」に，「公益法人等（同条第６項から第１０項まで」を

「公益法人等（同条第６項から第１１項まで」に，「租税特別措置法第  

４０条第６項から第１０項まで」を「同法第４０条第６項から第１１項ま

で」に改める。  

附則第６条を次のように改める。  

第６条  削除  

 附則第６条の２及び第６条の３を削る。  

附則第８条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に改める。  

附則第１６条を次のように改める。  

（軽自動車税の税率の特例）  

 第１６条  法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する

当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による
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車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税に係る第７８条の規定の適用については，

当分の間，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

 

 

 
 

  附則第１７条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項中「平成２６年

度」を「平成２９年度」に改める。  

  附則第１９条第１項中「第３３条及び」を「第３３条第１項及び第２項

並びに」に改める。  

  附則第１９条の２第２項中「租税特別措置法」」を「第３７条の１０第

１項」」に，「租税特別措置法第３７条の１１第６項の規定により読み替

えて準用される同法」を「第３７条の１１第１項」に改める。  

  附則第１９条の３第２項中「同法第３７条の１１の３第２項に規定する

上場株式等」を「株式等」に，「それぞれ」を「，同項第２号に掲げる贈

与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を

取得した市民税の所得割の納税義務者については，当該贈与又は相続若し

くは遺贈の時に，その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式

等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれ」に改める。  

  附則第２２条から第２３条までを削り，附則第２４条を附則第２２条と

し，附則第２５条を附則第２３条とする。  

 （調布市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条  調布市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２５年調布市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。  

  第 1 条中調布市税賦課徴収条例附則第６条及び第６条の２の改正規定を

削り，同条例附則第２０条の５を削る改正規定の次に次のように加える。  

  附則第２１条の２各号列記以外の部分中「附則第４１条第９項各号」を

「附則第４１条第８項各号」に改め，同条第１号及び第２号中「附則第  

第７８条第２号ア  ３，９００円  ４，６００円  

６，９００円  ８，２００円  

１万８００円  １万２，９００円  

３，８００円  ４，５００円  

５，０００円  ６，０００円  
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４１条第９項」を「附則第４１条第８項」に改める。  

  附則第１条を次のように改める。  

  （施行期日）  

 第１条  この条例は，平成２６年１月１日から施行する。ただし，次の各

号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。  

  (1) 第１条中調布市税賦課徴収条例附則第７条の３の２及び第２３条の

改正規定並びに附則第３条第３項の規定  平成２７年１月１日  

  (2) 第１条中調布市税賦課徴収条例第３３条の改正規定並びに同条例附

則第１９条の改正規定（「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第

１項第１７号」に改める部分に限る。），同条例附則第２０条の４の

改正規定（「係る」を「係る利子所得の金額又は」に改める部分に限

る。）及び同条例附則第２１条の２の改正規定並びに附則第３条第４

項の規定  平成２８年１月１日  

  (3) 第１条中調布市税賦課徴収条例第４５条の２及び第４５条の５の改

正規定並びに附則第３条第５項の規定  平成２８年１０月１日  

  (4) 第１条中調布市税賦課徴収条例附則第７条の４の改正規定（「又は

附則第２０条の２第１項」を「，附則第１９条の２第１項又は附則第

２０条第１項」に改める部分に限る。），同条例附則第１６条の３の

改正規定，同条例附則第１９条の改正規定（「第２３条第１項第１６

号」を「第２３条第１項第１７号」に改める部分を除く。），同条例

附則第１９条の２の改正規定，同条例附則第１９条の３から第２０条

までを削る改正規定，同条例附則第２０条の２の改正規定，同条を同

条例附則第２０条とする改正規定，同条例附則第２０条の３を削る改

正規定，同条例附則第２０条の４の改正規定（「係る」を「係る利子

所得の金額又は」に改める部分を除く。），同条を同条例附則第２０

条の２とする改正規定，同条例附則第２０条の５を削る改正規定並び

に第２条の規定並びに附則第３条第６項の規定  平成２９年１月１日  

  附則第３条第５項中「第６条，第６条の２，」を削り，同項を同条第６

項とし，同条第４項中「地方税法」を「地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項
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を加える。  

 ４  平成２８年１月１日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律

（平成２５年法律第５号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１２第７項に規定する割引債

（同条第９項に規定する特定短期公社債を除く。）について支払を受け

るべき同条第７項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税につ

いては，なお従前の例による。  

 

 

   附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規

定は，当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第１条中調布市税賦課徴収条例第３４条の４及び第３４条の５の２の

改正規定並びに次条第６項の規定  平成２６年１０月１日  

(2) 第１条中調布市税賦課徴収条例附則第４条の２及び第１９条の３の改

正規定，同条例附則第２２条から第２３条までを削る改正規定並びに同

条例附則第２４条を同条例附則第２２条とし，同条例附則第２５条を同

条例附則第２３条とする改正規定並びに次条第１項及び第２項の規定  

平成２７年１月１日  

(3) 第１条中調布市税賦課徴収条例第７８条の改正規定並びに附則第３条

及び第５条（第１条の規定による改正後の調布市税賦課徴収条例（以下

「改正後の条例」という。）附則第１６条に係る部分を除く。）の規定  

 平成２７年４月１日  

(4) 第１条中調布市税賦課徴収条例第２３条及び第４６条の改正規定並び

に同条例第４８条の改正規定（「第７４条第１項」を「第７４条第１項

又は第１４４条の６第１項」に改める部分に限る。）並びに同条例附則

第１６条の改正規定並びに次条第５項並びに附則第４条及び第５条（改

正後の条例附則第１６条に係る部分に限る。）の規定  平成２８年４月

１日  



 

－ 6 － 

(5) 第１条中調布市税賦課徴収条例附則第１９条及び第１９条の２の改正

規定並びに次条第３項及び第４項の規定  平成２９年１月１日  

(6) 第１条中調布市税賦課徴収条例第５３条及び第５４条の改正規定  子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  改正後の条例附則第４条の２の規定は，平成２７年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し，平成２６年度分までの個人の市民税につ

いては，なお従前の例による。  

２  改正後の条例附則第１９条の３第２項の規定は，平成２７年度以後の年

度分の個人の市民税について適用する。  

３  改正後の条例附則第１９条第１項の規定は，平成２９年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し，平成２８年度分までの個人の市民税につ

いては，なお従前の例による。  

４  改正後の条例附則第１９条の２第２項の規定は，平成２９年度以後の年

度分の個人の市民税について適用する。  

５  次項に定めるものを除き，改正後の条例の規定中法人の市民税に関する

部分は，前条第４号に規定する日以後に開始する事業年度分の法人の市民

税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し ,

同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事

業年度分の法人の市民税については，なお従前の例による。  

６  改正後の条例第３４条の４及び第３４条の５の２第１項の規定は，前条

第１号に規定する日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以

後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し，同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の

法人の市民税については，なお従前の例による。  

 （軽自動車税に関する経過措置）  

第３条  改正後の条例第７８条の規定は，平成２７年度以後の年度分の軽自

動車税について適用し，平成２６年度分までの軽自動車税については，な

お従前の例による。  

第４条  改正後の条例附則第１６条の規定は，平成２８年度以後の年度分の
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軽自動車税について適用する。  

２  平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る改正後の条例附則第１６

条の規定の適用については，同条中「受けた月」とあるのは，「受けた月

の属する年の１２月」とする。  

第５条  平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項

後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税に係る改正後の条例第７８条及び改正後の条例附則第１６

条の規定の適用については，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

改正後の条例第  

７８条第２号ア  

３，９００円  ３，１００円  

６，９００円  ５，５００円  

１万８００円  ７，２００円  

３，８００円  ３，０００円  

５，０００円  ４，０００円  

改正後の条例附則

第１６条の表以外

の部分  

第７８条  調布市税賦課徴収条例等の一部を改正す

る条例（平成２６年調布市条例第    

号。以下この条において「平成２６年改

正条例」という。）附則第５条の規定に

より読み替えて適用される第７８条  

改正後の条例附則

第１６条の表第  

７８条第２号アの

項  

第７８条第２号ア  平成２６年改正条例附則第５条の規定に

より読み替えて適用される第７８条第２

号ア  

３，９００円  ３，１００円  

６，９００円  ５，５００円  

１万８００円  ７，２００円  

３，８００円  ３，０００円  

５，０００円  ４，０００円  

 


